
衆議院外務委員会 (平成 21年 6月 17日 )質 問要旨

衆議院議員 武正公一

(答弁者 外務大臣)

1、  両投資協定にある 「自国の法令に従い、腐敗行為を防止する」 という

条文について

ア、ウズベキスタン、ベルーにはあるが 以前カンボジアにあってベ トナ

ムにはなかったのはなぜか

イ、カンボジアの投資協定にある同条文による抑制効果は カンボジア

の国内法令は ?

ウ、ウズベキスタン、ベルーの国内法令は?

工、過去署名 した EPA/FTA、 租税条約、投資協定に腐敗防止条項はど

の程度盛 り込まれているか ?

2, 両投資協定により両国の豊かな鉱物資源の獲得に本協定を政府、民間企
業などはどのように活用して行こうと考えているか?JKAは どうか?

3、  JttDOに ついて

ア、ウズベキスタン投融資事業 (絹紡績)に ついて

イ、ペルー投融資 (水産加工)事 業について

ウ、タイ ハイテクスクウェア事業の清算について

4、  北朝鮮国連決議について
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年度(平成) 国 案件名 出資観 融資額

キヤビタルゲィ
ン・ロス 減損
貸倒償却額・

評価差額 配
当ヨllC

1 マレーシア コンテナ製造 64 0

1 インドネシア ジヤカルタエ業団地 ●
０ 51

1 フィリピン バイナップル農園 125 ‐38
1 インドネシア ニット編立 4 -4

1 インドネシア ニツト栞色 -24
1 フィリピン ヱ=ラ近郊工業団地 60 90
1 メキショ ワールドトレードセンター -18
2 ベネズエラ 自動車組立製造 041 -250
2 ブータン フエロシリコン -25

2 中国 ソフトエンジエア 459 -431
2 インド ソフトエンジニァ 150 -150
2 インドネシア 飾缶詰 J06
3 ハンガリー グラスウール製造
0 タイ ハイテクスクエア ０

０ 004 -14,0
3 セネガル リツートホテル 1,2 -1,2
0 インドネシア 触媒 80 -06

4 インドネシア 紡績工場 -110
4 カンボジア 重鉛鉄板 4, 0
4 ′ヽンガリー フアーストフード -115
4 ベトナム 即席麺製造 0

5 タイ 清浄豚飼育   l   oo -10
5 チ ェコ フエロバナジューム 51 -40
5 スロ′ヽキア オリゴ糖 ・26
5 ペルー  1   水虚mnI 50 -50
5 チエコ _|  セラミック基板 110 ０

０ ０
●

′
，一

5

`｀

ングラデシュ|  ~ 織確 0
6 ハンガリー オフィスピル ′

” 104
0 メキシヨ 工業用センサー 32 -32
6 ポーランド 流通センター 100

6 ポーランド 雑茸栽培 ―,9
0 ロシア オフィスビル ●

∠ -114

0 ポーランド ボイラーハウス 3 03 ‐61
6 ポーランド 電力用半導体製造 ＾

４ -220
6 ベトナム ビジネスコート 一∠

-21
6 サウジアラビア 医薬品製造 032 -100
6 ウズベキスタン 絹紡績 ′

■ -30

7 フィリピン スービックテクノバーク 241 0
7 フィリピン 電炉丸棒 -310
8 湾岸諸国 産業投資 1000 -188
9 中国 りんご果汁製造 04 260 0
9 サウジアラビア 織縦加エ 17 -3
10 ラオス 蒙1機本案 12 -12
11 韓国 フツ索樹脂加工 100 -1,
11 タイ 製精 31 -2

11 フィリピン グリセリン誘導体 31 -15
11 中国 深センテクノセンター 14 4

12 コロンビア インフラリース 48 4
12 インド

…

2

12 中国 上海液晶製造 46 -46

JAI,0出 資 `融資案件―'覧表 平成21痒6月

独立行政治人lIIl際協力機構
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清算第 5期 事務報告書

自平成 17年 4月 1日

至平成 18年 3月 31日

株式会社日本国際協力機構

1. 清算事務報告

当会社は平成 14年 3月 20日 開催の臨時株主総会において解散が決議され、同年 3月

31日 までを清算第 1期 とし、それ以降毎年度決算を行つてきました。当期は清算第 5期

にあたります。清算第 5期 は下記の通り清算事務を推進いたしました。

(1)海 外プロジエクトに関する処理

期初において損害賠償請求を受けているタイ案件を除き全ての案件の処理は完了しており

ます。タイ案件につきましては下記 5 タィ ハィテクスクウェア事業の件をご参照願い

ます。

(2)そ の他の事項

派遣職員を含めた常勤役職員数は、期初期末とも合計 3名 (清算人 1名、監査役 1名、派

遣職員 1名 )で 変更はありませんでした。

2   株主総会に関する事項

平成 17年 6月 15日 に清算第4回株主総会力詢経団連会館 9Fに て開催され、清算第4

期貸借対照表 (平成 17年 3月 31日 現在)及 び清算第4期 事務報告書 (自平成 16年 4

月 1日 至平成 17年 3月 31日 )承 認の件などの議案がすべて原案通り承認可決されま

した。

3.  株主に関する事項

合併による名義書換が 1件 あり、当期末の株主数は前期末に比べ 1社減少し、123社

となつております。

4   登記事項
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特に該当はあ りません。



5.  タイ ・ハイテクスクウェア事業の件および今後の方針

本事業については、当会社は平成 13年 3月 に施主であるチュラロンコン大学 (チュラ

大)よ り、当会社がチユラ大宛差 し入れている工事完成保証に基づきプロジェク ト未完成

に係る損害賠償金 として、総額 490 5百 万バーツ (14 9億 円)の 請求を受けまし

た。これに対 し当会社は、本保証状はすでに失効 している等を理由に支払い義務はない旨

返答 しております。

一方、本プロジェクトの現地プロジェクト会社であるSiam Techno City co,Ltd IS T

C)は 平成 14年 9月 16日 にバンコックの裁判所に自己破産を申し立て、直ちに破産管財

人が任命されました。その後平成 15年 2月 28日 を期限として債権登録の告示がなされ、

同年 3月 12日 に債権届に基づき第一回債権者集会が開催され、チュラ大が 567 6百

万バーツ (17 2億 円)の 債権登録を行なっていることが判明いたしました (破産裁判

所が届出債権の一部でも認定 しそれがファイナルとなつた場合は、チユラ大は工事完成保

証に基づき当会社に支払いを求めてくる可能性があります)。これを受けSTCは ‐ラ大の

請求に根拠がないことを主張 してまいりましたが、平成 15年 8月 破産管財人は、 STC

に分配すべき残余財産がないことが半」明したので破産手続きを中断する、との方針を打ち

出しました。

これに対 し、 STC/当 社は破産裁判所に対 しチュラ大の債権額の確定作業を完了する

よう要望 した結果、平成 16年 2月 に裁判所は管財人に対 し当面作業を継続するようとの

指示を出しました。その後中々作業結果が公表されませんで したので、当社/STCよ り度々

照会や催促を行なつた結果、昨年 (平成 17年 )4月 にチュラ大の債権登録額の3割 、 16

9 8百 万バーツ (5 1億 円相当)を 債権額として認める (同時に」AIDOの 工事完

成保証状も有効である)と の破産裁判所の判断が出されました。

この判断に対 しSTC′ 当社は 6月 に上級裁判所である最高裁判所に対し全面的に不服

の申し立てを行いました。他方、チユラ大は一切不服申し立てや反訴を提起 しませんでし

たので、当社の債務額が 169 8百 万パーツを超えることはないことになりました。

上記の情勢の進展を踏まえ、8月 に入り当社はチユラ大に対し和解を提案したところ、

先方も和解交渉に応 じることに同意し、現在も交渉を続けてお ります。交渉につきまして

はかなりの進展がありましたが、まだ和解契約書に署名するには到つておりません。チュ

ラ大側が法務 司法局 (0盤ce Of Attorney General)の指導を得つつ交渉を進めている関

係上、今後のスケジユールについて具体的な見通しを立てにくいところですが、遅くとも

本年中には決着させたいと考えております。

和解交渉が成立の際には和解金の支払い義務が発生 しますが、現在なお不確定性を残
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しており、また公式にはタイ最高裁判所に対し全面的な不服の申し立てを行なっておりま

すので、当期末の清算貸借対照表上は従来の取 り扱いを継続し、特に債務の引当てを計上

しておりませんので、この点ご留意をお願い申し上げます。

6当 期中の収支計算

(D清 算費用等控除後損益

① 決算調整前損益

費 用 ・利 益

内  訳 金  額

料険保

家     賃

役 員 報 酬

福 利 厚 生 費

調査費・会議費

支 払 報 酬

交通費・通勤交通費

諸会費 ・研修費

通 信 費 ・運 賃

業 務 委 託 費

支 払 手 数 料

備品事務消耗費 新F13図書費

水 道 光 熱 費

修  繕   費

(当期費用合計)

未  払  費  用

決算調整前剰余金増減額

費

金

雑

税

千円

4,926

25,294

2,329

180

7,485

660

50

100

425

4,352

217

443

192

248

194

1,213

48,308

48,308

739

合  計 739

収  益

内   訳 金  額

利  ,息  収 入

千円

739

合  計 739
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